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規 則

�愛媛県規則第４２号
愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部を改正する規則

愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（休館日等）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、児童発達支援、放課後等デイサービ

ス及び生活介護並びに診療（歯科診療並びに一般病床（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第５号に規定する一般病

（休館日等）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、児童発達支援、放課後等デイサービ

ス及び生活介護並びに診療（歯科診療及び 一般病床（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第５号に規定する一般病
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�愛媛県告示第１０２７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

床をいう。以下同じ。）及び精神病床（同項第１号に規定する精

神病床をいう。以下同じ。）の使用を除く。）に係る休館日は、

次のとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

（利用時間）

第４６条 診療時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、

一般病床及び精神病床の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（定員）

第４７条 省略

２ 精神病床の定員は、２０人とする。

附 則

この規則は、令和６年１１月２５日から施行する。

�愛媛県告示第１０２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から主たる事務所の所在地を次

のように変更した旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から名称及び主たる事務所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

床をいう。以下同じ。）

の使用を除く。）に係る休館日は、

次のとおりとする。

�～� 省略

３・４ 省略

（利用時間）

第４６条 診療時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、

一般病床 の利用時間は、終日とする。

２ 省略

（定員）

第４７条 省略

きょうまちなかこころクリ
ニック

八幡浜市保内町宮内１番
耕地２４８番地 令和６年１０月１日

こんどうファミリークリニ
ック

四国中央市土居町津根１９
０６番地１ 令和６年１０月１日

Ｓ 薬 局 馬 越 店 今治市馬越町３丁目３番
３８－１号 令和６年１０月１日

と よ た 薬 局 土 居 店 四国中央市土居町津根１９
０４番地１ 令和６年１０月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

き む ら 歯 科 医 院 今治市波方町小部甲６３５
－１ 令和６年１０月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社サスケ

（変更後）
四国中央市土居町津根３８００－
１

訪問看護ステーションサスケ 四国中央市土居町津根３３５７－
１ 令和６年９月１日

（変更前）
新居浜市西町１番３０号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
有限会社心笑会

（変更後）
宇和島市宮下甲１４９８番地５５

デイサービスひまわり 宇和島市明倫町五丁目５番１３
号 令和６年８月９日

（変更前）
有限会社梶原建設

（変更前）
宇和島市長堀一丁目４番１０号
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�愛媛県告示第１０３３号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－フルオロフェニル）

メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾ－ル－１

－イル｝エタン－１－アミン及びその塩類

【通称名】Ｆｌｕｎｉｔａｚｅｎｅ、Ｆｌｕｏｎｉｔａｚｅｎｅ

� Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－メトキシフェニル）

メチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾ－ル－１－イル｝エタ

ン－１－アミン及びその塩類

【通称名】Ｍｅｔｏｄｅｓｎｉｔａｚｅｎｅ、Ｍｅｔａｚｅｎｅ

� １－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソ－ル－５－イル）－

４－メチル－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタン－１－オ

ン及びその塩類

【通称名】ＭＤ－ＰｉＨＰ、ＭＤ－ＰＨｉＰ

� Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキソブタン－

２－イル）－５－ブロモ－１－ペンチル－１Ｈ－インダゾ－ル

－３－カルボキシアミド及びその塩類

【通称名】ＡＤＢ－５’Ｂｒ－ＰＩＮＡＣＡ

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

令和６年１１月１６日

�������
�愛媛県告示第１０３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

愛媛県西予市宇和町信里、東多田、瀬戸、河内、伊延、岡山、大江、

加茂、田苗真土、杢所、清沢、小原、下松葉、永長、�枝、坂戸、

�愛媛県告示第１０３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次

のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台四
丁目６番地

ニチイケアセンターあけぼの
訪問看護ステーション 宇和島市寿町一丁目５番８号 令和２年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター輝 今治市高市甲４７４番地２ 令和６年９月３０日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

公益財団法人正光会 宇和島市柿原１２８０番地 公益財団法人正光会デイサー
ビスセンター輝 今治市高市甲４７４番地２ 令和６年９月３０日
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上松葉地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６

項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土

地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・関地池地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

令和６年１１月２５日から１２月２０日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁

�愛媛県告示第１０３５号
海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告示第２７５号）の一部を次のように改正する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

別表１の表日崎の項を削る。

�愛媛県告示第１０３６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（愛媛県南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜１３
１番地

森 和 弘

愛媛県西宇和郡伊方町豊之浦６６５
番地１

宇都宮 大 樹

愛媛県西宇和郡伊方町伊方越１１０８
番地

門 田 元
伊 方 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和６年１１月２２日から１２月６日まで

� 縦覧場所

愛媛県南予地方局農林水産振興部八幡浜支局水産課

�愛媛県告示第１０３７号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により、次のとおり海岸保全区域を指定する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

海 岸 名 市 町 主 管 省 管 理 者 区 域

豊後水道東

沿岸

日崎海岸

宇和島市 国土交通省 愛媛県知事 基点２から基点１１までを順次結んだ線、基点１１と補助点１を結んだ線、補助点１から補助点１２まで

を順次結んだ線、並びに補助点１２と基点２を結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表示は、真北）

基点１は、宇和島市日振島１６７７番地地先の地点（世界測地系座標Ｘ１９７９２．７３ Ｙ－１１２４６８．７９）

基点２は、基点１から１２３度３２分５８秒２１０．４１メートルの地点

基点３は、基点２から２８３度０９分５６秒１２７．３３メートルの地点

基点４は、基点３から３２０度４１分４７秒１６１．０２メートルの地点

基点５は、基点４から３４５度３３分４７秒８６．８９メートルの地点

基点６は、基点５から１度１３分４７秒９１．３９メートルの地点

基点７は、基点６から１５度１０分３１秒３５．９７メートルの地点

基点８は、基点７から２３度１５分０５秒１２４．３５メートルの地点

基点９は、基点８から２４度１６分５４秒３０５．６６メートルの地点

基点１０は、基点９から３５２度３２分５３秒９６．２５メートルの地点

基点１１は、基点１０から３１７度２１分３３秒７４．２２メートルの地点

補助点１は、基点１１から０度００分００秒８０．００メートルの地点

補助点２は、基点１０から６５度２８分１７秒８０．００メートルの地点

補助点３は、基点９から９２度０１分０７秒８０．００メートルの地点
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�愛媛県告示第１０３８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和６年１１月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第１０３９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和６年１１月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�愛媛県告示第１０４０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

補助点４は、基点８から１１０度１３分３６秒７０．００メートルの地点

補助点５は、基点７から１０４度３８分４７秒７０．００メートルの地点

補助点６は、基点６から１０４度３８分４７秒７０．００メートルの地点

補助点７は、基点５から８３度３８分０４秒７０．００メートルの地点

補助点８は、基点４から６１度０４分０４秒７０．００メートルの地点

補助点９は、基点３から４３度４５分４９秒８０．００メートルの地点

補助点１０は、基点２から４１度２７分２７秒６５．００メートルの地点

補助点１１は、基点２から１２２度４４分５３秒６５．００メートルの地点

補助点１２は、基点２から２０６度０４分１３秒６５．００メートルの地点

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ここモア ヘルパーステーションここモア 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目１３－
４３新楽ビル３階 令和６年８月１日 訪問介護

ＮＰＯ法人ぼちまる 訪問看護ステーションぼちまる 愛媛県今治市山口乙１番３号 令和６年９月１日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ＮＰＯ法人ぼちまる 訪問看護ステーションぼちまる 愛媛県今治市山口乙１番３号 令和６年９月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ｍｉｌｌ 児童・思春期訪問看護ステーション
ミルまる 愛媛県今治市山口乙１－３ 令和６年８月３１日 訪問看護

株式会社ソラモア ヘルパーステーショントラスト 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目１３－
４３ 令和６年８月３１日 訪問介護

株式会社みらい ケアサポートみらい 愛媛県西条市喜多川１７３番地１藤田ビ
ル１Ｆ西 令和６年８月３１日 訪問介護

株式会社ダンク ショートステイ だんだん 愛媛県四国中央市川之江町７０１番４ 令和６年８月３１日 短期入所生活介護

有限会社 越智巧商店 有限会社越智巧商店 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 令和６年８月３１日 福祉用具貸与

有限会社 越智巧商店 有限会社越智巧商店 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 令和６年８月３１日 特定福祉用具販売
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�愛媛県告示第１０４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県今治保健所及び

今治市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年１１月２２日

愛媛県今治保健所長 岡 田 克 俊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社四阪製錬所

愛媛県新居浜市西原町三丁目５番３号

代表取締役 藤山 哉

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社四阪製錬所

今治市宮窪町四阪島１３５番地

３ 特定施設に関する事項

� 電解施設（４基）

� 廃ガス洗浄施設（１基）

�愛媛県告示第１０４１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年１１月２２日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ｍｉｌｌ 児童・思春期訪問看護ステーション
ミルまる 愛媛県今治市山口乙１－３ 令和６年８月３１日 介護予防訪問看護

株式会社ダンク ショートステイ だんだん 愛媛県四国中央市川之江町７０１番４ 令和６年８月３１日 介護予防短期入所
生活介護

有限会社 越智巧商店 有限会社越智巧商店 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 令和６年８月３１日 介護予防福祉用具
貸与

有限会社 越智巧商店 有限会社越智巧商店 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 令和６年８月３１日 特定介護予防福祉
用具販売

社会福祉法人亀天会 ケアハウス 鶴翠苑 愛媛県西条市大野２８４番地１ 令和６年９月３０日 介護予防特定施設
入居者生活介護

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ３０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６２号 ロ 電解施
設

特 定 施 設 の 能 力 １基１日当たり５立方メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年１０月１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ０～３

最大 －２～３

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６２号 ホ 廃ガス洗
浄施設
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
（平成１１年政令第４３３号）別表第２第１３
号 ロ 廃ガス洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 毎分９０ノルマル立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年１０月１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １２以下

最大 １２以下
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 廃水処理施設�１

� 廃水処理施設�２

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 １以下

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８

最大 ２０

設 置 年 月 日 昭和５２年６月２４日

処理施設の種類及び型式 中和反応槽・硫化反応槽・中和シックナ
ー・ｐＨ調整槽等

処 理 施 設 の 構 造 中和反応槽・硫化反応槽等：ＳＵＳ
ｐＨ調整槽：ＦＲＰ

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 幅：２０．５メートル 長さ：２３．５メートル
高さ：１１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和凝集沈殿法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～３．０

最大 ０．５～５．０

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １６０

通常 ９．０

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ４０

最大 ６０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．７

最大 ２

通常 ０．７

最大 ２

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 ２０

最大 ３０

通常 １０

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２００

最大 １，５００

通常 １，２００

最大 １，５００

設 置 年 月 日 平成３年５月２９日

処理施設の種類及び型式 薬剤添加凝集ピッド
集合沈降プール

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

薬剤添加ピッド：
幅 ３メートル、長さ ３メートル、
高さ１．５ メートル（４個）

集合沈降プール：
幅 ４メートル、長さ１５メートル、
高さ３．３メートル（３個）

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２２，２４３立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．０

最大 ９．９

通常 ９．０

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 １５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １０

最大 ２０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．７

最大 ２

通常 ０．７

最大 ２

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 １０

最大 ４８．７

通常 １．５

最大 １０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０，５０５

最大 １８，３１３

通常 １０，５０５

最大 １８，３１３
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年１１月２２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第１０４３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年１１月２２日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第１０４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年１１月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ６．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．２

最大 １４．２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 １．３

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 ０．００７

最大 ０．０２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，５３２

最大 ３０，３４６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第１８号

令和６年１１月１１日

伊予郡松前町大字筒井字上又９５５番５、９５５番９、９５５番１０、９８４番、９８８番、

９８９番、９８４番地先水路里道

香川県高松市鍛冶屋町７番地１２

穴吹興産株式会社

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 薮ヶ市松野線

北宇和郡松野町大字上家地１番地先から

同大字８０９番２地先まで
旧 ４．１～７．８ ０．３９０

北宇和郡松野町大字上家地１番から

同大字８０９番２まで
新 ６．３～２７．２ ０．３９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字寺地甲１２３６番地４から

同町大竹字上除乙８６２番４まで
令和６年１１月２２日



愛 媛 県 報令和６年１１月２２日 第５６３号

８２５

公営企業告示

� 選挙権を有する者の総数 １，１０７，２０５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，１４５

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３８，４０１

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業告示第１５号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年１１月２２日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，５３４ １４，１７８

南 宇 和 郡 １６，８８１ ５，６２７

松山市・上浮穴郡 ４２７，２２３ １３７，８７１

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３０，７９６ ４３，５９９

宇和島市・北宇和郡 ７０，１２６ ２３，３７６

八幡浜市・西宇和郡 ３３，５０２ １１，１６８

新 居 浜 市 ９５，２５３ ３１，７５１

西 条 市 ８７，１７４ ２９，０５８

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，７５０ １５，５８４

伊 予 市 ３０，０２８ １０，０１０

四 国 中 央 市 ６９，４７２ ２３，１５８

西 予 市 ２９，６３７ ９，８７９

東 温 市 ２７，８２９ ９，２７７

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

超音波診断装置３式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市湊町
四丁目４番地１伊
予鉄本社ビル２Ｆ

令和６年１１月８日
小西医療器株式会社松
山営業所
愛媛県松山市土居町１１
１８番地１

５２，０００，０００円 一般競争入札 令和６年９月２７日

令和６年１１月２２日 発行


